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令和８年６月２日 

部課名/事業所名 次長/事務局長 担当者 連絡先（直通） 

地域振興部産業振興課 髙橋 健悟 村上 直子 0833-45-1745 

下松商工会議所 原田 裕章 
相本 大志 

合田 隆志 
0833-41-1070 

１．件  名 
令和８年度下松市中小企業脱炭素経営推進補助金（SBT 認定

枠、ロードマップ策定枠）について 

２．目  的 
市内中小企業者が実施する温室効果ガスの排出抑制を図る取

組のために要した経費に対し補助金を交付します 

３．事業概要 

【SBT認定枠】 

温室効果ガス排出量の算定や排出量の把握が可能なシステム

の導入、中小企業向け SBT の認証取得等の取組を行う市内の

中小企業者に対し、最大 50万円を補助するもの。 

【ロードマップ策定枠】 

温室効果ガス排出量を算定し、削減目標や取組内容・時期等

をまとめたロードマップを策定する市内の中小企業者に対

し、最大 200万円を補助するもの。 

４．申請期間 

【SBT認定枠】 

令和８年６月８日（月）～ 令和８年８月２５日（火） 

【ロードマップ策定枠】 

令和８年６月８日（月）～ 令和８年９月２５日（金） 
 

※予算に達し次第終了します 

※詳細は添付資料をご覧ください 

５．実施主体 下松商工会議所 

６．そ の 他 

補助金についての説明会を実施します。 

日 時：令和８年６月８日（月） １４:００～１５:３０ 

場 所：ほしらんどくだまつ ２Ｆ交流室５AB 

（下松市大手町２-３-１ ℡0833-41-0906） 

※詳細は添付資料をご覧ください。 

７．添付資料 
・下松市中小企業脱炭素経営推進補助金チラシ 

・説明会チラシ 

８．お問合せ 
下松商工会議所 下松市新川 2-1-38 ℡：0833-41-1070 

（担当：相本・合田） 

 



 

 

市内中小企業者が実施する温室効果ガスの排出抑制を図る取組（SBT 認定）の

ために要した経費に対し、最大５０万円まで補助金を交付します！ 

 

申 請 期 間 
令和８年６月８日（月）～令和８年８月２５日（火） 

※予算額に達した場合は受付を終了します。 

対 象 者 
市内に本店（個人事業主にあっては事業所）を有し、事業を営む中小企業者

※詳細は裏面に記載 

補 助 内 容 
補助金額：上限５０万円（1,000 円未満切り捨て） 

補 助 率：対象経費の２／３ 

補助対象期間 令和８年６月８日（月）～令和９年２月１９日（金） 

対 象 事 業 

補助対象期間に①又は②を実施し、③の認定を取得することを補助の要件

とします。 

①中小企業者が排出する温室効果ガスの算定及び削減に向けた目標の設定 

②継続的な温室効果ガス排出量把握のためのシステムの導入 

③中小企業向けＳＢＴ認定の取得 

※SBT 認定の取得ができなかった場合、本補助金の対象となりません。 

対 象 経 費

（消費税及び地方

消費税を除く） 

補助対象期間に支払いをした、中小企業者が実施する温室効果ガスの排出

抑制を図る取組のために要する以下の経費 

 

①中小企業者が排出する温室効果ガスの算定及び削減に向けた目標の設定

に要するコンサルティング費用又は業務委託費 

②継続的な温室効果ガス排出量把握のためのシステム導入に係るソフトウ

ェア等の購入費用及び利用料金 

③中小企業向けＳＢＴ認定の取得に際し要する申請費用 

※国、県、市及びその他の団体が実施する同様の補助金等の対象となった経費は対象外です。 

 

  

下松市中小企業 

脱炭素経営推進補助金 ＳＢＴ認定枠 

【提 出 先】〒７４４－０００８ 下松市新川２－１－３８ 下松商工会議所宛 

【提出方法】郵送（令和８年８月２５日必着）又は持参により提出をお願いします。 

※補助金の限度額内であっても申請は１事業者につき１回限りです。 

申請方法 

① 下松市役所のホームページからダウンロード            

② 市役所産業振興課（４階⑥番）、下松商工会議所の窓口にて入手 

※上記方法での入手が困難な方はお問合せください。 

申請書類の入手方法 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の要件すべてに該当する必要があります。 

（１）市内に本店(個人事業主にあっては事業所)を有し、事業を営む中小企業者であること 

   ※個人事業主とは給与収入及び雑所得に係る収入よりも事業収入が多い者とします。 

中小企業者の場合、以下の（Ａ）又は（Ｂ）のいずれかを満たすこと(中小企業基本法第２条第１項) 

業種 （Ａ）資本金又は出資総額 （Ｂ）常時使用する従業員数 

① 製造業、建設業、運輸業 

その他（②～④を除く） 
３億円以下 ３００人以下 

②卸売業 １億円以下 １００人以下 

③サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下 

④小売業、飲食サービス業 ５，０００万円以下  ５０人以下 

（２）今後も事業を継続する意思があること 

（３）ＳＢＴｉが定めるＳＭＥｓルート対象者であること 

（４）補助対象事業を補助対象期間に、原則としてコンサルタントの支援を受けて実施した

もの 

（５）暴力団等の反社会的勢力との関係を有していないこと 

（６）性風俗関連特殊営業等を行う者でないこと 

（７）政治団体、宗教上の組織又は団体でないこと 

（８）市税の滞納がないこと 

（９）法人（個人事業主については個人事業について）のホームページを作成していること 
 

対象者要件 

①補助金交付申請書 

②経費内訳 

③対象経費の内訳が確認できる見積書等の写し 

④法人又は個人で必要な書類 

【法人の場合】 

 ・履歴事項全部証明書（発行から３カ月以内のもの） 

・直前の事業年度の確定申告書別表一控えの写し 

・直前の事業年度の法人事業概況説明書の写し 

【個人事業主の場合】 

・令和７年分の確定申告書第一表の控えの写し 

・決算書 

※その他、必要に応じ追加書類の提出をお願いする場合があります。 

必要書類 

【お問合せ先】 

下 松 商 工 会 議 所 ＴＥＬ：０８３３－４１－１０７０ 

下松市産業振興課 ＴＥＬ：０８３３－４５－１７４５ 

受 付 時 間 ８時３０分～１７時１５分 ※土日祝日を除く 

下松市 中小企業脱炭素経営推進補助金 検索 

補助金の交付にあたっては、実績報告書等も必要となりますので、申請におかれましては 

必ず実施要領及び募集要領をご確認ください。 

その他 



 

 

市内中小企業者が実施する温室効果ガスの排出抑制を図る取組（ロードマップ

策定）のために要した経費に対し、最大 200 万円まで補助金を交付します！ 

 

申 請 期 間 
令和８年６月８日（月）～令和８年９月２５日（金） 

※予算額に達した場合は受付を終了します。 

対 象 者 
市内に本店（個人事業主にあっては事業所）を有し、事業を営む中小企業者

※詳細は裏面に記載 

補 助 内 容 
補助金額：上限 200 万円（1,000 円未満切り捨て） 

補 助 率：対象経費の２／３ 

補助対象期間 令和８年６月８日（月）～令和９年２月１９日（金） 

対 象 事 業 

補助対象期間中に現状の温室効果ガス排出量を算定し、排出状況を踏まえ

た削減目標およびその達成に向けた取組内容、実施時期、進捗管理方法等

を体系的に整理した計画文書（ロードマップ）の策定 

※ロードマップの策定が完了しなかった場合、本補助金の対象となりませ

ん。 

対 象 経 費 

（消費税及び地方

消費税を除く） 

補助対象期間内において支払われた、「自社が排出する現状の温室効果ガス

排出量を算定し、排出状況を踏まえた削減目標およびその達成に向けた取

組内容、実施時期、進捗管理方法等を体系的に整理した計画文書（ロードマ

ップ）の策定」に要するコンサルティング費用又は業務委託費用 

 

※国、県、市及びその他の団体が実施する同様の補助金等の対象となった経費は対象外です。 

 

  

下松市中小企業 

脱炭素経営推進補助金 ロードマップ策定枠

枠 

【提 出 先】〒７４４－０００８ 下松市新川２－１－３８ 下松商工会議所宛 

【提出方法】郵送（令和８年９月２５日必着）又は持参により提出をお願いします。 

※補助金の限度額内であっても申請は１事業者につき１回限りです。 

申請方法 

① 下松市役所のホームページからダウンロード 

② 市役所産業振興課（４階⑥番）、下松商工会議所の窓口にて入手 

※上記方法での入手が困難な方はお問合せください。 

申請書類の入手方法 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の要件すべてに該当する必要があります。 

 

（１）市内に本店(個人事業主にあっては事業所)を有し、事業を営む中小企業者であること 

   ※個人事業主とは給与収入及び雑所得に係る収入よりも事業収入が多い者とします。 

中小企業者の場合、以下の（Ａ）又は（Ｂ）のいずれかを満たすこと(中小企業基本法第２条第１項) 

業種 （Ａ）資本金又は出資総額 （Ｂ）常時使用する従業員数 

① 製造業、建設業、運輸業 

その他（②～④を除く） 
３億円以下 ３００人以下 

②卸売業 １億円以下 １００人以下 

③サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下 

④小売業、飲食サービス業 ５，０００万円以下  ５０人以下 

 

（２）今後も事業を継続する意思があること 

（３）補助対象事業を補助対象期間に、コンサルタントの支援を受けて実施したもの 

（４）暴力団等の反社会的勢力との関係を有していないこと 

（５）性風俗関連特殊営業等を行う者でないこと 

（６）政治団体、宗教上の組織又は団体でないこと 

（７）市税の滞納がないこと 

対象者要件 

①補助金交付申請書 

②経費内訳 

③対象経費の内訳が確認できる見積書等の写し 

④法人又は個人で必要な書類 

【法人の場合】 

 ・履歴事項全部証明書（発行から３カ月以内のもの） 

【個人事業主の場合】 

・令和７年分の確定申告書第一表の控えの写し 

※その他、必要に応じ追加書類の提出をお願いする場合があります。 

 

必要書類 

【お問合せ先】 

下 松 商 工 会 議 所 ＴＥＬ：０８３３－４１－１０７０ 

下松市産業振興課 ＴＥＬ：０８３３－４５－１７４５ 

受 付 時 間 ８時３０分～１７時１５分 ※土日祝日を除く 

下松市 中小企業脱炭素経営推進補助金 検索 

補助金の交付にあたっては、実績報告書等も必要となりますので、申請におかれましては 

必ず実施要領及び募集要領をご確認ください。 

その他 



中東情勢の不安定化もあり、エネルギーの安定調達は企業にとって重要な経営テーマの一つ
となっています。脱炭素は‘省エネがスタート’とも言われており、今まさに具体的な行動
に移そうとしている企業が増えています。
これまで十分に情報を得る機会がなかった企業の皆様や、まだ具体的な検討に至っていない
企業の皆様はもちろん、すでに取り組みを始めている企業の皆様にとっても、自社の脱炭素
の取組を一歩前進させる機会としてご参加いただけます。

エネルギー高騰対策×補助金活用
賢く削減し、賢く創る『攻め』の脱炭素経営

・14：00～14：20
「持続可能な経営への手段としてCNを活用する」

株式会社 YMFGグロースパートナーズ

・14：20～14：40
「サプライチェーン連携による削減実行に向けた後押し」

中国経済産業局 資源エネルギー環境部エネルギー対策課
課長補佐 大谷 宗宏様

・14：40～15：10
「補助制度の説明について」

下松商工会議所

・15：15～15：30 個別質問/個別相談会

◆右記二次元コードまたは、こちらよりお申込みください。

令和8年 6月8日(月) 14:00～15:30

ほしらんどくだまつ交流室５AB
下松市大手町2丁目3－１ ☏0833－41－0906

50名

主催：下松商工会議所 〒744-0008 下松市新川2-1-38 0833-41-1070

今回の下松市の補助金に加えて、経済産業省では削減実行に
向けた後押しの制度が用意されています。下松市の補助金と
の関係性も示しながら、ご案内いただきます。

令和8年度における下松市における補助制度に
ついて、制度概要や注意点などについてご説明
いたします。

昨今の中東情勢不安定化によりエネルギー調達環境は不安定
化しています。外部環境の変化や新たに開始されたルールな
どを知ることで、補助金を有効に活用いただけます。

個別にご質問などがあればお受けいたします。

令和8年度 下松市中小企業

脱炭素経営推進補助金 説明会

補助金HP

申込用二次元コード

http://#
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